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ご
あ
い
さ
つ

　

江
戸
時
代
、
戦

い
く
さ

が
な
く
な
っ
た
後
も
、
武
士
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
「
武
士
」
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
と
し

て
、
絶
え
ず
武
具
や
馬
具
を
備
え
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
武
士
だ
か
ら
当
然
と
い
え
ば
当
然

の
姿
と
も
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
戦
国
時
代
を
経
験
し
た
世
代
の
武
士
と
戦

い
く
さ

を
知
ら
な
い
世
代
の
武
士
と
は
違

い
が
あ
る
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

で
は
、
戦
国
時
代
を
経
験
し
た
武
士
と
戦

い
く
さ

の
経
験
の
な
い
世
代
の
江
戸
時
代
の
武
士
た
ち
は
、
ど
こ
が
違
い
、

日
常
を
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ふ
と
し
た
こ
の
疑
問
か
ら
、
こ
の
企
画
展
で
は
、
一
部

「
戦

い
く
さ

を
知
ら
な
い
武
士
の
備
え
」
と
二
部
「
亀
山
城
主
大
名
石
川
家
家
老
加
藤
家
」
の
二
部
構
成
で
近
世
の
武

士
た
る
所ゆ

え
ん以

を
探
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
企
画
展
の
開
催
に
あ
た
り
、
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に
、
心
よ
り
お

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　

令
和
六
年
十
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　

亀
山
市
歴
史
博
物
館

1



2

　
　

目　

次

ご
あ
い
さ
つ
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

１

目
次
・
凡
例
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２

一
、

戦
が
あ
っ
た
頃
の
武
士
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

３

二
、

戦
が
な
く
な
っ
た
後
の
武
士
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

９

　

①　

戦
を
知
ら
な
い
武
士
の
日
常
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
・・

10 

　

②　

文
武
両
道
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
・・

13

　

③　

軍
事
訓
練
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

14

三
、

再
び
戦
い
が
始
ま
っ
た
頃
の
武
士
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

23

　

①　

若
松
の
海
防
警
備
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

24

　

②　

八
幡
警
衛
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

30

　

③　

実
は
甲
冑
の
着
方
を
知
ら
な
い
武
士
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

35

四
、

武
士
の
備
え
で
あ
る
武
具
や
馬
具
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

39

　

①　

具
足
と
采
配
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

40

　

②　

鉄
砲
と
そ
の
道
具
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

50

　

③　

馬
具
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

55

　

④　

そ
の
他
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

57

出
品
目
録
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

58 

主
な
参
考
文
献
・
関
連
事
業
・
謝
辞
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

60

　
　

凡　

例

一
、
本
図
録
は
、
亀
山
市
歴
史
博
物
館
企
画
展
示
室
に
お
い
て
令
和
６
年
10
月
５

日(

土)

か
ら
11
月
24
日(

日)

ま
で
開
催
し
た
開
館
30
周
年
記
念　

第
42

回
企
画
展
「
近
世
の
武
士
た
る
所
以
」
の
一
部
「
戦
を
知
ら
な
い
武
士
の
備
え
」

に
お
け
る
展
示
資
料
の
写
真
と
解
説
を
収
録
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
本
図
録
の
個
別
解
説
は
、
基
本
的
に
展
示
会
場
で
の
解
説
と
同
じ
と
し
た
。

三
、
本
図
録
に
掲
載
し
た
写
真
の
撮
影
は
、
弊
館
学
芸
員
の
澤
田
ゆ
う
子
と
同
じ

く
館
長
の
小
林
秀
樹
が
担
当
し
た
。

四
、
本
図
録
の
編
集
は
、
展
示
を
担
当
し
た
弊
館
学
芸
員
の
澤
田
ゆ
う
子
が
行
っ

た
。



一　

戦
い
く
さ

が
あ
っ
た
頃
の
武
士

　
　
　
　
　

大
坂
夏
の
陣
を
最
後
に
、
戦
国
時
代
か
ら
続
い
た
戦

い
く
さ

が
終
焉
を
迎
え
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
武
士
は
、
武
を
生
業

　
　
　
　

と
し
、
戦

い
く
さ

で
功
を
立
て
る
こ
と
が
重
要
で
し
た
。
し
か
し
、
戦

い
く
さ

が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
武
士
は
戦

い
く
さ

で
功
を
立

　
　
　
　

て
る
機
会
が
完
全
に
失
わ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
大
坂
の
陣
は
、
武
士
に
と
っ
て
は
そ
れ
ま
で
の
武
士
像
か
ら

　
　
　
　

が
ら
り
と
変
わ
る
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　
　
　
　
　

こ
こ
で
は
、
そ
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
大
坂
の
陣
で
の
武
士
の
姿
に
つ
い
て
、
亀
山
に
伝
来
し
た
史

　
　
　
　

料
か
ら
紹
介
し
ま
す
。

3
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１　

大
坂
御
陣
之
図　

冬
御
陣　

夏
御
陣�

江
戸
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

館
蔵
天
野
家
文
書

　

こ
の
絵
図
は
、
亀
山
城
主
石
川
家
家
臣
天
野
遠
明
が
描
い
た
大
坂
の
陣
の
布
陣
図
で

す
。
岡
山
付
近
に
本
陣
を
置
い
た
秀
忠
の
布
陣
を
み
る
と
、
最
前
衛
に
鉄
砲
隊
を
配
置

し
、
次
い
で
弓
隊
、
鑓
隊
を
配
置
し
て
い
ま
す
。
当
時
の
合
戦
に
お
い
て
、
鉄
砲
が
主

力
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
大
坂
の
陣
当
時
、
亀
山
城
主
で
あ
っ
た
松
平
下
総
守
忠た

だ
あ
き明

は
、
こ
の
絵
図
で
は
、

大
和
口
寄
口
と
真
田
丸
付
近
に
名
前
が
書
か
れ
、
戦
後
の
論
功
行
賞
で
第
一
位
に
選
ば

れ
る
活
躍
を
し
ま
し
た
。
ま
た
、
後
に
亀
山
城
主
と
な
る
石
川
家
の
先
祖
、
石
川
主
殿

頭
忠た

だ
ふ
さ総

の
軍
勢
は
、
冬
の
陣
で
は
博ば

く
ろ
う
が
ぶ
ち

労
ヶ
淵
や
高こ

う
ら
い
ば
し

麗
橋
で
戦
い
、
戦
功
を
あ
げ
ま
し
た
。

忠
総
は
、
こ
の
博
労
ヶ
淵
の
攻
撃
で
、
家
臣
達
が
真
冬
の
川
に
つ
か
り
な
が
ら
攻
撃
を

す
る
姿
を
み
た
忠
総
が
、
餅
を
買
い
求
め
て
配
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

は
、
毎
年
一
二
月
一
日
に
石
川
家
が
城
で
家
臣
に
配
っ
た
川
浸
り
餅
の
由
来
と
し
て
も

伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
、
石
川
家
家
老
加
藤
家
に
伝
わ
っ
た
古
文
書
に
は
、
家
中
に
つ
い
て
「
大

坂
之
御
陣
以
降
の
面
々
格
別
の
家
柄
も
有
之
」
（
館
蔵
加
藤
家
文
書
二
九-

一
二-

一
〇
九
四
）
と
記
さ
れ
、
後
の
石
川
家
の
家
臣
団
形
成
に
お
い
て
、
大
坂
の
陣
に
お
け

る
軍
功
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
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一　戦いがあった頃の武士

２　

主
殿
頭
様
大
坂
御
陣
御
働
之
次
第　

大お

お

こ

う

ち

も

く

ざ

え

も

ん

河
内
杢
左
衛
門
咄は

な
し
ぐ
ち
の

口
之
一
通
り
覚
書

　
　

（
写
）�

江
戸
時
代

館
蔵
八
木
氏
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　

こ
れ
は
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
一
〇
月
六
日
夜
に
淀
城
に
お
い
て
大お

お

こ

う

ち

河
内

杢も

く

ざ

え

も

ん

左
衛
門
正ま

さ
し
げ重

が
語
っ
た
内
容
を
口
写
し
に
書
き
付
け
さ
せ
た
も
の
を
、

お
そ

ら
く
後
世
に
写
し
た
も
の
の
一
つ
で
す
。

　

大
河
内
杢
左
衛
門
正
重
は
、
二
三
歳
の
頃
、
石
川
忠た

だ
ふ
さ総

の
も
と
で
大
坂
冬
の
陣
・

夏
の
陣
に
加
わ
り
ま
し
た
。
こ
の
内
容
は
、
正
重
が
七
七
歳
の
時
に
自
身
の
体
験

を
語
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
寛
文
九
年
は
、
夏
の
陣
が
あ
っ
た
慶
長
二
〇
年
（
元

和
元
年
／
一
六
一
五
）
か
ら
五
四
年
後
の
こ
と
で
、
正
重
自
身
は
八
年
後
の
延
宝

五
年
（
一
六
七
七
）
に
八
五
歳
で

亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
話
を
語
っ
た
頃
は
、
合
戦
を
経

験
し
た
人
の
ほ
ぼ
最
後
の
生
き
残

り
世
代
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

※
写
真
は
抜
粋
掲
載
。
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３　

石
川
主
殿
頭
忠た

だ
ふ
さ総

公
大
坂
御
陣
御
働
覚

な
ら
び

并
首
帳
（
写
）�

江
戸
時
代

館
蔵
八
木
氏
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　

こ
の
史
料
は
、
「
御
覚
書
大
坂
御
軍
一
巻
」
と
し
て
冬
の
陣
と
夏
の
陣
に
分
け

て
、
石
川
忠た

だ
ふ
さ総

の
大
坂
の
陣
で
の
動
き
が
書
か
れ
て
お
り
、
次
に
「
卯
五
月
七
日

於
大
坂
高こ

う
め
い
の
ち
ょ
う

名
之
帳
」
と
し
て
、
夏
の
陣
で
立
て
た
手
柄
（
武
勲
）
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
合
戦
時
に
討
ち
取
っ
た
首
と
討
ち
取
っ
た
者
の
名
前
を
記
し
た
帳
面
の
こ

と
を
首

く
び
ち
ょ
う

帳
と
い
い
、
こ
こ
に
は
討
ち
取
っ
た
相
手
の
風
体
や
、
取
っ
た
刀
な
ど
も

併
せ
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
同
じ
物
が
館
蔵
加
藤
家
文
書
に
も
あ
り
ま
す
。

※
写
真
は
抜
粋
掲
載
。
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４　

石
川
忠た

だ
ふ
さ総

朱し
ゅ
ぬ
り塗

矢や
は
ず
ざ
ね

筈
札
紺こ

ん
い
と
け
び
き
お
ど
し

糸
毛
引
威
二に

ま
い
ど
う

枚
胴
具ぐ

そ

く足�

江
戸
時
代
初
期

亀
山
神
社
寄
託
資
料

　

こ
れ
は
、
「
拾じ

ゅ
う
い
ち
ば
ん
お
ぐ
そ
く

壱
番
御
具
足
忠た

だ
ふ
さ
こ
う

総
公
御お

め

し

に

つ

き

召
ニ
付
」
と
い
う
付
箋
が
つ
い
た
甲
冑
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
大
坂
の
陣
で
こ
の
甲
冑
を
着
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
石
川
家
の
系
図
を
記
し
た
「
難な

ん

ぱ

ろ

く

破
録
」
に
は
、「
忠
総
大
坂
両
御
陳
（
陣
）
召
ノ
具
足　

錦
直ひ

た
た
れ垂　

采さ
い
は
い幣　

大
お
お
う
ま
じ
る
し

馬
幟　

朱
し
ゅ
つ
り
か
が
み

釣
鏡　

小こ
う
ま
じ
る
し

馬
幟　

金
き
ん
ち
ょ
う
ば
ね

蝶
羽　

右
義よ

し

孝た
か

ニ
譲
ル
」

と
書
か
れ
て
お
り
、
忠た

だ
ふ
さ総

が
、
大
坂
の
陣
で
、
甲
冑
の
背
に
金
蝶
羽
の
指さ

し
も
の物

を
さ
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
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二　

戦
い
く
さ

が
な
く
な
っ
た
後
の
武
士

　
　
　
　
　

戦
い
く
さ

が
な
く
な
っ
た
後
の
武
士
は
、
主
君
か
ら
役
職
を
も
ら
い
、
城
に
出
勤
し
た
り
、
城
外
の
役
所
や
役
宅
と
な
っ
て

　
　
　
　

い
る
自
宅
で
仕
事
を
し
な
が
ら
、
家か

ろ

く禄
な
ど
を
も
ら
い
生
活
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
戦

い
く
さ

が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、

　
　
　
　

次
第
に
武
芸
よ
り
も
役
人
と
し
て
の
色
が
濃
く
な
り
ま
し
た
。

 
 

　
　
　
　

こ
こ
で
は
、
戦

い
く
さ

の
経
験
の
な
い
武
士
達
の
武
士
た
る
姿
を
紹
介
し
ま
す
。



10

①①　　

戦
を
知
ら
な
い
武
士
の
日
常

戦
を
知
ら
な
い
武
士
の
日
常

５　

天
保
十
三
壬
正
月
起
筆　

寅
歳
日
記�

天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）

�

館
蔵
天
野
家
文
書
36-

６

　

こ
れ
は
、
天
野
錦
洞
が
書
い
た
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
の
日
記

で
す
。
三
月
一
五
日
の
記
載
に
、
「
御
礼
御
廻
り
、
来
ル
一
六
日
兵
法

御ご
ら
ん
お
お
せ
だ
さ
れ

覧
被
仰
出
、
六
ツ
過
ゟよ

り

杢
右
衛
門
殿
催
ニに

て而
宗
英
寺
お
ゐ
て
書
画
会

有こ
れ
あ
り之

、
出
席
之
面
々
左
ニ
記
、
近
藤
敬
所
・
同
鐸
山
・
石
川
昇
峯
・
細

木
竹
雁(

ヵ)

・
平
岩
研
斎
・
市
川
桜
蕙
・
柴
田
幼
斎
・
同
克
斎
・
天
野

錦
洞
・
画
工 

飛
騨
・
松
浦
・
月
亭
也
、
其
外
、
名
川
丹
下
・
山
崎
内

蔵
出
席
、
世
話
人
ハ
由
良
渓
右
衛
門
・
山
口
久
六
・
同
登
司
助
也
、
帰

り
五
ツ
半
、
」
と
あ
り
ま
す
。
天
野
錦
洞
は
、
お
城
で
の
御
礼
廻
り
を

済
ま
せ
た
後
、
午
後
六
時
過
ぎ
か
ら
九
時
ま
で
の
間
、
宗
英
寺
に
画
工

を
招
い
て
行
わ
れ
た
、
書
画
会
と
い
う
家
臣
の
集
ま
り
に
参
加
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
書
画
会
は
自
ら
も
絵
を
嗜
む
家
臣
ら
の

集
ま
り
と
み
ら
れ
ま
す
が
、
参
加
者
の
名
前
は
、
画
号
な
の
か
隠
居
名

な
の
か
は
不
明
で
す
。
こ
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
は
四
月
三
日
と

一
六
日
に
も
書
画
会
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

石
川
家
家
臣
の
天
野
家
が
の
こ
し
た
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
以
降
の
日
記
を
み
て
い
く
と
、
予
想
外
に
仕
事
以
外
の
内
容
が
多
く
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

当
時
の
武
士
達
が
、
仕
事
外
の
余
暇
に
、
集
ま
っ
て
学
問
を
し
た
り
、
釣
り
や
狩
り
、
遊
山
な
ど
に
行
っ
て
い
た
他
、
竹
田
狂
言
や
囃
子
や
能
、
相
撲
な
ど
の
見
物
を
し
楽

し
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
戦

い
く
さ

の
な
い
平
和
な
時
代
の
武
士
の
日
常
の
一
端
を
紹
介
し
ま
す
。
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二　戦いがなくなった後の武士

６　

弘
化
四
丁
元
旦
起
毫　

未
歳
日
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）

　
　
　

館
蔵
天
野
家
文
書
37-

13

　

こ
の
日
記
も
天
野
錦
洞
が
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に

書
い
た
日
記
で
す
。
五
月
二
一
日
の
記
載
に
「
八
幡
山
西

ノ
方
小
脇
ト
申
処
畑
三
畝
歩
、
当
冬
作
ゟよ

り

引
請そ

う
ろ
う候

積つ
も
り、

年

貢
壱
斗
四
升
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
畑
は
東
町
地
内
に
あ

り
、
天
野
家
の
屋
敷
の
近
く
に
あ
り
ま
し
た
。
日
雇
い
の

小
七
に
耕
作
さ
せ
て
、
東
町
に
年
貢
を
納
め
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
他
の
日
記
に
も
羽
若
・
和
賀
な
ど
に
持
っ
て

い
た
畑
の
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
武
士
で
あ
り
な
が

ら
畑
を
持
ち
、
日
雇
人
や
小
作
人
に
耕
作
さ
せ
て
い
ま
し

た
。
他
の
日
記
に
は
内
畑
や
外
畑
な
ど
の
表
記
も
み
ら
れ

ま
す
。
こ
の
う
ち
外
畑
に
は
、
麦
・
粟
・
豆
・
菜
を
植
え

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
天
野
家
が
食
べ
る
た
め
の
畑

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
椿
世
村
の
庄
屋
が
所
持
し
て
い
た
文
政
二
年

（
一
八
一
九
）
に
書
か
れ
た
帳
面
（
館
蔵
安
藤
（
雅
）
家
文
書
）

か
ら
、
椿
世
地
内
（
北
山
町
）
に
「
御ご

か
ち
ゅ
う
は
た
け
ち

家
中
畑
地
」
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
石
川
家
の
場
合
、
家
臣
の

禄
を
領
知
と
い
う
形
で
支
給
す
る
地じ

か
た
ち
ぎ
ょ
う
せ
い

方
知
行
制
は
と
っ
て

い
ま
せ
ん
の
で
、
武
士
が
な
ぜ
畑
を
持
ち
、
耕
作
さ
せ
て

い
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
後
期
の
武
士
達

は
、
武
士
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
武
士
は
食
わ
ね
ど
高
楊
枝
」

で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
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総
裁
見
分
定
日

　
　
　
　
　
　

五
ッ
時
ゟ　
　

　
　
　
　
　
　
　

学
問

十
九
日

　
　
　
　
　
　

八
ッ
時
ゟ
竹
蔵
ニ
而

　
　
　
　
　
　
　

諸
流
炮
術

　
　
　
　
　
　

五
ッ
時
ゟ

　
　
　
　
　
　
　

新
陰
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
伝
流
稽
古
所
出
来
迄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
田
流
稽
古
所
ニ
而

　
　
　
　
　
　

八
ッ
時
ゟ　

　
　
　
　
　
　
　

小
寺
官
兵
衛

廿
二
日　
　
　
　

心
形
刀

　
　
　
　
　
　
　

伴
藤
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

山
村
三
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

勝
田
四
郎
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　

大
月
作
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　

上
田
孫
左
衛
門

　
　
　
　
　
　

五
ッ
時
ゟ

　
　
　
　
　
　
　

高
田
流

　
　
　
　
　
　

八
ッ
時
ゟ
明
倫
舎
稽
古
所
ニ
而

廿
五
日　
　
　
　

諸
流
弓
術

　
　
　
　
　
　
　

堀
毛
嘉
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

松
村
文
蔵

一
十
九
日
、
廿
五
日
雨
天
ニ
候
ハ
ヽ
、

　

弓
鉄
炮
ハ
、
其
時
之
替
日

　

之
事

　
　
　

〆

７　

総
裁
見
分
定
日�

江
戸
時
代
後
期

館
蔵
加
藤
（
明
）
家
文
書
31-

７-

485　

　

武
士
の
備
え
と
し
て
、
城
主
石
川
家

の
家
臣
は
、
日
々
武
芸
の
訓
練
も
お
こ

な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
史
料
に
あ
る
「
総

裁
」
が
誰
の
こ
と
を
指
す
の
か
は
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
亀
山
に
剣
術
・
槍
術
・

砲
術
な
ど
多
く
の
流
派
が
あ
り
、
毎
月

三
回
、
学
問
の
他
、
決
ま
っ
た
日
に
そ

れ
ぞ
れ
の
流
派
を
見
分
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
藩
校
明め

い
り
ん
し
ゃ

倫
舎
で
の
兵
学
講
釈

の
定
日
と
し
て
、
「
練
心
胆
」
・
「
練
銃

頭
」
を
そ
れ
ぞ
れ
一
日
ず
つ
見け

ん
ぶ
ん分

し
て

い
ま
す
。
明
倫
舎
は
家
臣
の
読
書
場
と

し
て
南
崎
に
建
て
ら
れ
、
後
に
城
内

に
移
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
天
明
五
年

（
一
七
八
五
）
時
点
に
は
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
（
館
蔵
前

田
家
文
書
35-

２
「
天
明
七
年
未
年
由

緒
書
扣
」
）
。
こ
の
史
料
に
は
「
明
倫
舎

稽
古
所
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
南
崎
時

代
に
は
稽
古
所
は
存
在
し
な
い
こ
と
か

ら
、
城
内
へ
移
設
さ
れ
た
後
、
武
芸
の

稽
古
が
で
き
る
場
所
が
造
ら
れ
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。



13

二　戦いがなくなった後の武士

八
畳

八
畳

南

土
間

休
息
所

四
畳
半

二
畳

十
二
畳

講
日

塗
板

御 座 間
二 畳

中
マ
ド

中
マ
ト

中
マ
ト

中
マ
ト

明
セ
ウ
シ

中
マ
ト

此
庇
後
ニ
出
来

掟 書

明
障
子

明障子

手
水
バ
チ

土
間

土
間

此
所
ニ

明
倫
舎
ト

額
ア
リ

北

刀カケ

押入
聖像

講
師ヒラキ戸

コシ障子

此所白鹿洞掲示

士
農
工
商
ノ
額

明
障
子

板
間

刀
カ
ケ

御 出 ノ 時

講 師

南
崎
故
ノ
明
倫
舎
ノ
図
後
識
者

無
ル
ヘ
ケ
レ
ハ
此
ニ
図
ス

明
障
子

井

戸口リ上

間　板

置物

口入戸大

ンタリ上

所用小

ケ
カ

刀

床

キ
ラ

ヒ

ラクフト

後此所

押入

三
枚
カ
ラ
カ
ミ

コシセウシ

竹
ヱ
ン

板椽

手水ハチ

板
椽

南崎にあった頃の明倫舎南崎にあった頃の明倫舎

　

於
明
倫
舎
兵
学
講
釈

　

定
日　
　

毎
月

　
　
　

二
日
八
ッ
時　
　
　

諸
士

　
　
　
　
　

練
心
胆

　
　

右
同

　
　
　

十
二
日
八
ッ
時　
　

諸
長

　
　
　
　
　

練
銃
頭

　
　
　
　
　

〆
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日
常
に
戦

い
く
さ

の
な
い
江
戸
時
代
の
武
士
は
、
役
人
と
し
て
、
筆
算
が
で
き
る
こ
と
が
必
須
で
し
た
。
そ
の
た
め
算
術
を
学
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
戦
の
な
い
時
代
で
は
一
見

必
要
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
武
芸
も
、
武
士
で
あ
る
以
上
は
大
切
で
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
武
士
は
、
常
に
文
武
両
道
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
文
武
両
道
た
る
武
士
の
姿
を
紹
介
し
ま
す
。

②　

文
武
両
道

②　

文
武
両
道

８　

天
保
十
四
癸
卯
年
覚
書 

拾
九
番 

加
藤
秀
繁�

天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）

館
蔵
加
藤
（
明
）
家
文
書
50-

０-

186　

　

こ
の
史
料
は
石
川
家
家
老
加
藤
家
の
分
家
で
あ
る
加
藤
秀
繁
が
江
戸
で
記
し
た
天
保
一
四
年

（
一
八
四
三
）
の
日
記
で
す
。
五
月
一
日
の
記
載
に
、
「
近
々
読
書
算
術
手
跡
致

け
ん
ぶ
ん
い
た
し
そ
う
ろ
う
む
ね

見

分

候

旨
大

目
付
へ
達

こ
れ
を
た
っ
す

之
、
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
役
人
で
も
あ
っ
た
江
戸
時
代
の
武
士
は
、
武
芸
以
外
に

も
読
み
書
き
算
盤
が
で
き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
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二　戦いがなくなった後の武士

（
端
裏
書
）

「
文
化
十
年
六
月
三
日
ノ
達
し

　
　

四
組
ヘ
ハ
御
用
番
大
内
蔵
宅

　
　

ニ
而
達
ス　
　
　
　
　
　
　

」

若
手
之
面
々
、
学
問

武
芸
等
之
儀
ハ
、
先
年
ゟ

毎
々
被　

仰
出
、
殊
ニ

御
先
代
、
格
別
之
御
世
話
も

在
之
、
猶
又
御
初
入
以
後
、

被　

仰
出
も
在
之
候
得
は
、
今
以

不
絶
出
席
可
被
致
筈
ニ

候
得
共
、
一
向
稽
古
帳
面
等
ニ
も

不
相
見
、
如
何
相
心
得
居
候
事
哉
、

甚
以
心
得
違
之
事
ニ
候
、
依
之

急
度
可
被　

仰
出
儀
も
有
之

候
得
共
、
此
度
は
、
格
別
之

思
召
を
以
、
不
被
及
其
御
沙
汰
候

之
間
、
其
席
々
申
合
、
出
席

可
被
致
候
、
万
一
以
後
出
席
も

無
之
人
々
ハ
、
可
被　

仰
付
筋
も

有
之
候
間
、
席
上
之
面
々
ゟ

得
与
申
談
し
置
候
様
、
可
被

致
事
、

　
　

但
役
人
之
分
ハ
不
及
申

　
　
　

筆
算
第
一
心
懸
可
申
事
、

〆

９　

若
手
の
面
々
、
稽
古
に
出
席
す
べ
き
旨
達

�

文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）

館
蔵
加
藤
（
明
）
家
文
書
61-

７-

95

　

こ
の
達

た
っ
し

は
、
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
に

亀
山
城
主
石
川
総ふ

さ
す
け佐

の
意
を
受
け
て
出
さ
れ

た
も
の
で
す
。
内
容
は
、
「
御
先
代
」
（
石
川

総ふ
さ
の
り師

）
は
、
学
問
や
武
芸
な
ど
に
格
別
の
尽
力

が
あ
り
、
当
代
（
石
川
総ふ

さ
す
け佐

）
が
亀
山
初
入
り

後
に
仰
せ
出
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
向

に
稽
古
帳
面
等
に
も
名
前
が
記
録
さ
れ
ず
、
ど

の
よ
う
に
心
得
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
以
後
は

出
席
す
る
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
し
て
、

但
し
と
し
て
、
役
人
の
身
の
程
と
し
て
は
い
う

ま
で
も
な
く
、
筆
算
を
第
一
に
心
が
け
る
こ
と

と
書
き
加
え
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
役
人
と
し
て
は
、
武
芸
よ
り
も
筆

算
が
で
き
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
が
、
武
士
と

し
て
武
芸
の
稽
古
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
武
士
が

武
だ
け
で
な
く
、
役
人
と
し
て
の
勤
め
も
同
時

に
重
き
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま

す
。
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10　

青
銅
竹
輪
三
百
目
玉
御
銃

�

安
政
元
年
（
一
八
五
四
）

�

館
蔵
鳥
山
家
文
書
65

　

天
野
家
の
日
記
（
館
蔵
天
野
家
文
書

三
六-

八
「
午
歳
日
要
録
」
）
に
よ
れ

ば
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
五
月
五

日
に
城
主
石
川
総ふ

さ
か
つ恵

（
総ふ

さ

和と
も

）
が
鳥
山

流
砲
術
を
御
覧
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
鳥
山
流
砲
術
と
は
、
家
臣
の
鳥
山
村

右
衛
門
定
知
が
、
尾
張
で
一
全
流
の

開
祖
近
松
彦
之
進
茂し

げ
の
り矩

か
ら
兵
法
を

学
び
習
得
し
た
、
兵
要
武
栄
流
砲
術

の
こ
と
で
す
。
史
料
中
に
、
「
当
流
ハ

中ち
ゅ
う
し
ゃ
く
の
ひ
ゃ
く
め
ほ
う



尺
ノ
百
目
砲
ヨ
リ
三
百
目
迄
を
専

要
ト
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
、
兵
要
武
栄

流
は
大
砲
（
大お

お
づ
つ筒

）
の
流
派
で
、
大
砲

は
幕
末
の
戦
争
で
、
主
力
火
砲
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
定
知
以
降
、
鳥

山
家
は
鉄
砲
蔵
役
を
勤
め
る
よ
う
に
な

り
、
ま
た
砲
術
の
師
と
し
て
、
亀
山
で

砲
術
を
教
え
ま
し
た
。
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二　戦いがなくなった後の武士

11　

兵
要
武
栄
流
波
羅
韓
筒
・
石
火
矢
筒
打
方
図
面�

江
戸
時
代
後
期

�

館
蔵
鳥
山
家
文
書
83

　

鳥
山
村
右
衛
門
定
知
の
養
子
の
二
助
定
服
が
所
持
し
て
い
た
兵へ

い
よ
う
ぶ
え
い
り
ゅ
う

要
武
栄
流
の
波は

ら

か

ん

づ

つ

羅
韓
筒
・
石い

し

び

や

火
矢
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
図
面
で
す
。
図
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
波
羅
韓

筒
も
石
火
矢
も
大
砲
で
す
。
亀
山
城
の
鉄
砲
蔵
に
は
大
砲
が
備
え
ら
れ
て
お
り
、
嘉か

え

い永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
、
二
助
の
孫
の
村
助
元
静
が
、
波
羅
韓
筒
や
石
火
矢
台
な

ど
を
借
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
館
蔵
鳥
山
家
文
書
一
三
二
「
鉄
砲
蔵
ヨ
リ
御
拝
借
覚
并
ニ
重
物
之
覚
」
）
、
図
の
波
羅
韓
筒
は
亀
山
城
の
備
品
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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12　

天
保
十
己
亥
年
十
月
依
君
命
預
之　

新
陰
流
兵
法
門
弟
姓
名
録�

天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）

�

館
蔵
天
野
家
文
書
36-

２-

１

　

こ
れ
は
、
柳
生
新
陰
流
剣
術
の
師
範
で
あ
っ
た
、
石
川
家
家
臣
の
天
野
遠
秀
が
作
成
し
た
帳
面
で
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文ぶ

ん
せ
い政

五
年
（
一
八
二
二
）
か
ら
天て

ん
ぽ
う保

一
二
年

（
一
八
四
一
）
ま
で
の
一
九
年
間
で
一
七
〇
人
の
石
川
家
家
臣
が
柳
生
新
陰
流
兵
法
に
入
門
し
学
ん
で
い
ま
す
。
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此
度
、
主
殿
頭
様
於
御
在
所
、

鹿
狩
被
成
度
思
召
候
、
尤
、

御
隠
居
日
向
守
様
御
代
天
明
七

未
年
鹿
狩
御
座
候
、
其
後

御
中
絶
被
成
候
処
、
如
御
先
規

当
年
鹿
狩
被
成
度
、
勿
論

馬
印
・
陣
羽
織
・
鳴
物
等
御
用

被
成
候
、
御
先
例
御
座
候
、
右
之

御
振
合
御
座
候
得
共
、
当
時
之

御
時
節
柄
之
御
事
故
、
被
入

御
念
候
而

御
内
慮
之
程
御
伺
被
成
度
、

此
段
、
各
様
江
私
ゟ
御
演
説

可
仕
旨
被
仰
付
越
候
、
可
然
様

奉
頼
上
候
、

　
　
　
　
　

石
川
主
殿
頭
様
御
使
者

　

二
月
十
二
日　
　

増
田
八
右
衛
門

　
　

酒
井
若
狭
守
様
ニ
而

御
渡
被
成
候
書
面
写

　

御
附
札

　
　
　

書
面
之
趣
不
苦
候
事
、

13　

主と
の
も
の
か
み

殿
頭
鹿
狩
再
興
の
旨
伺
書
写

�

享
和
～
文
化
年
間
頃
（
一
八
〇
一
～
一
八
一
七
）

�

館
蔵
加
藤
（
明
）
家
文
書
36-
１-

15

　

内
容
は
、こ
の
度
主と

の
も
の
か
み

殿
頭
様
（
石
川
総ふ

さ
の
り師

）
が
、

亀
山
に
お
い
て
鹿
狩
り
を
し
た
い
と
思
わ
れ
て

い
ま
す
。
「
御
隠
居
日
向
守
様
」
（
先
代
の
石
川

総ふ
さ
ひ
ろ博

）
の
頃
、
天て

ん
め
い明

七
年
（
一
七
八
七
）
以
降
鹿

狩
り
が
中
絶
し
て
い
る
の
で
、
当
年
鹿
狩
り
を
行

い
た
く
、
も
ち
ろ
ん
馬
印
・
陣
羽
織
・
鳴
物
な
ど

を
用
い
た
先
例
が
あ
り
、
こ
の
都
合
も
あ
る
け
れ

ど
も
、
御
時
節
柄
の
事
な
の
で
、
念
を
入
れ
て
内
々

の
考
え
を
伺
い
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

　

石
川
総
師
は
、
兵
法
を
好
み
、
青
年
期
に
武
芸

稽
古
に
精
進
し
た
人
物
で
す
。
鹿
狩
り
に
先
例
の

よ
う
に
馬
印
や
陣
羽
織
・
鳴
物
を
用
い
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
の
鹿
狩
り
も
軍
事
訓

練
の
一
貫
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

③　

軍
事
訓
練
（
猪
鹿
狩
り
）

③　

軍
事
訓
練
（
猪
鹿
狩
り
）

　

戦
い
く
さ

が
な
く
な
っ
て
久
し
い
と
は
い
え
、
武
士
た
る
も
の
と
し
て
、
い
つ
何
時
再
び
戦
が
お
き
て
も
困
ら
な
い
よ
う
に
、
武
士
は
大
規
模
な
軍
事
訓
練
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
が
鷹
狩
り
や
猪
鹿
狩
り
で
す
。
亀
山
藩
は
鷹
場
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
か
わ
り
に
池
山
村
や
鷲
山
村
、
明
星
ヶ
岳
で
軍
事
訓
練
と
し
て
の
猪
鹿
狩
り
が
た
び
た
び
行
わ

れ
ま
し
た
。
な
お
、
大
名
石
川
家
は
、
備
中
松
山
城
主
時
代
に
も
断
続
的
に
狩
り
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
亀
山
で
も
同
じ
よ
う
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
亀
山
で
軍
事
訓
練
と
し
て
実
際
に
行
わ
れ
た
猪
鹿
狩
り
の
よ
う
す
を
紹
介
し
ま
す
。
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14　

御
猪
鹿
狩
覚
帳�

江
戸
時
代
後
半

�

館
蔵
加
藤
（
明
）
家
文
書
１-

20-

386

　

こ
れ
は
、
い
つ
の
猪
鹿
狩
り
の
も
の
か
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、
実
際
に
明
星
ヶ
岳
で
行
わ
れ
た
猪
鹿
狩
り
に
つ

い
て
、
狩
り
場
の
準
備
か
ら
狩
り
が
終
わ
り
帰
城
す
る

ま
で
を
記
し
た
手
順
書
で
す
。

　

こ
の
手
順
書
に
は
、
当
日
の
城
内
で
の
各
集
合
場
所

や
現
地
ま
で
の
行
列
、
正

し
ょ
う
ほ
う
あ
ん

法
庵
で
の
休
憩
、
行
列
の
進

行
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
合
図
に
鳴
物
の
ひ
と
つ
で
あ
る
拍

子
木
や
太
鞁
を
用
い
る
こ
と
、
ま
た
、
山
で
の
勢
子
の

動
き
、
狩
り
の
し
か
た
な
ど
が
事
細
か
に
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
な
お
、
勢
子
は
他
の
史
料
（
館
蔵
加
藤
（
明
）

家
文
書
36-

０-

24
「
勢
子
方
江
」
）
か
ら
、
村
人
が
担
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

15　

小
野
川
上
流
明
星
山
狩
場
図�

江
戸
時
代

�

館
蔵
加
藤
（
明
）
家
文
書
66-

０-

11

　

こ
れ
は
、
軍
事
訓
練
と
し
て
明
星
山
で
猪
鹿
狩
り
を
行
っ
た
際
の
布
陣
図
で
す
。
■
に
「
御
」

と
書
い
て
あ
る
場
所
が
殿
様
が
い
る
本
陣
で
す
。
▲
印
の
名
川
・
佐
治
・
加
藤
・
近
藤
は
家
老
（
組

頭
）
で
、
近
藤
以
外
は
川
沿
い
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
奏
者
番
や
物
頭
、
奉
行
な

ど
は
谷
の
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
鉄
砲
隊
・
弓
隊
・
鑓や

り

隊
と
分
か
れ
て
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
写
真
は
抜
粋
し
て
掲
載
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22

「
御
」

「加
藤
」

「名
川
」

「佐
治
」

「近
藤
」
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三　

再
び
戦

た
た
か

い
が
始
ま
っ
た
頃
の
武
士

　
　
　
　
　

江
戸
時
代
後
期
、
日
本
近
海
に
異
国
船
が
頻
繁
に
現
れ
る
よ
う
に
な
り
、
外
患
に
対
す
る
緊
張
が
高
ま
り
ま
し
た
。

　
　
　
　

と
く
に
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
ペ
リ
ー
来
航
に
よ
る
開
国
は
、
幕
府
体
制
の
崩
壊
と
武
士
の
時
代
の
終
焉
の
序
章

　
　
　
　

と
な
り
、
大
坂
の
陣
以
降
再
び
戦
い
が
始
ま
る
幕
末
の
動
乱
期
へ
と
進
ん
で
い
き
ま
す
。

　
　
　
　
　

で
は
、
そ
の
頃
、
亀
山
の
武
士
は
ど
の
よ
う
に
、
戦
い
に
備
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
亀
山
の
武
士
が
実
際
に
経
験
し

　
　
　
　

た
若
松
で
の
海
防
警
備
や
八や

わ
た幡

（
京
都
府
八
幡
市
）
の
警
衛
か
ら
、
幕
末
の
武
士
の
備
え
を
み
て
い
き
ま
す
。
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①　

若
松
の
海
防
警
備

①　

若
松
の
海
防
警
備

　

江
戸
時
代
末
、
異
国
船
が
日
本
周
辺
に
出
現
す
る
よ

う
に
な
る
と
、
幕
府
は
、
そ
の
対
応
の
た
め
、
海
岸
を

持
つ
諸
国
へ
海
防
警
備
を
命
じ
ま
し
た
。
亀
山
藩
の
港

で
あ
る
南
若
松
村
を
始
め
、
そ
の
伊
勢
湾
沿
岸
に
位
置

す
る
中
若
松
村
・
北
若
松
村
が
飛と

び
ち地

と
し
て
あ
っ
た
た

め
、
幕
府
よ
り
海
防
警
備
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
こ
の
こ
と
は
、
戦
い
の
経
験
が
ま
っ
た
く
な
い
世

代
の
武
士
の
、
初
め
て
の
出
陣
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
の
こ
さ
れ
た
史
料
か
ら
、
亀
山
城
主
石

川
家
の
家
臣
で
あ
る
武
士
が
、
ど
の
よ
う
に
海
防
に
備

え
た
か
を
み
て
い
き
ま
す
。

16　

異
国
船
防ぼ

う
ぎ
ょ禦

に
つ
き
海
防
警
備
覚

�

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）

�

館
蔵
加
藤
（
明
）
家
文
書
34-

20-

265

　

こ
れ
は
、
ペ
リ
ー
が
来
航
し
た
嘉か

え
い永

六
年
（
一
八
五
三
）

に
、
海
防
警
備
の
た
め
に
若
松
浦
に
配
置
す
る
人
数
や

武
器
、
警
備
に
お
け
る
掟

お
き
て

を
記
し
た
も
の
で
、
前
半
は
、

天て
ん
ぽ
う保

一
四
年
（
一
八
四
三
）
に
幕
府
へ
提
出
し
た
「
御
届
書
」

を
写
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
、
寛か

ん
せ
い政

五
年
（
一
七
九
三
）

に
届
け
た
内
容
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

寛
政
五
年
の
海
防
警
備
で
は
、
万
一
異
国
船
が
漂
着
し

た
ら
、
さ
っ
そ
く
人
数
を
添
え
、
武
器
を
用
意
し
て
海
辺

を
固
め
ま
す
と
届
け
て
い
ま
す
の
で
、
実
際
に
海
防
警
備

は
行
わ
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
用
意
す
る
武

器
と
し
て
弓
・
鉄
砲
・
石い

し
び
や

火
矢
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
天

保
一
四
年
は
、
石
火
矢
を
増
設
す
る
と
の
み
あ
り
、
今
回

の
嘉
永
六
年
の
警
備
で
は
、
弓
・
鉄
砲
・
大
筒
（
石
火
矢
） 

に
加
え
長な

が
え柄

（
槍
）
が
書
か
れ
、
配
置
す
る
数
量
も
全
体

的
に
増
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
人
の
配
置
も
同
じ
で
、

寛
政
五
年
で
は
、
一
〇
〇
人
程
度
の
配
置
が
、
嘉
永
六
年

に
は
、
五
倍
の
五
〇
〇
人
に
増
員
し
て
い
ま
す
。

　

若
松
浦
で
の
海
防
警
備
は
、
結
果
的
に
異
国
船
が
来
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
当
時
の
亀
山
の
武
士
に

と
っ
て
、
初
め
て
の
実
戦
の
経
験
で
し
た
。
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天
保
十
四
卯
年

　
　
　

御
届
書
写

私
領
分
伊
勢
国
若
松
浦
之
儀
は
、

到
而
入
海
之
儀
ニ
而
、
前
々
ゟ
異
国
船

漂
着
之
儀
ハ
、
不
承
伝
候
得
共
、
万
一

右
体
之
儀
有
之
節
ハ
、
早
速
人
数

指
添
、
弓
、
鉄
炮
、
石
火
矢
其
外
武
器

用
意
仕
、
海
辺
相
固
候
手
当
之
儀
、

寛
政
五
丑
年
正
月
御
届
申
上
候

人
数
左
之
通
、

　
　
　
　

先
手
弓
鉄
砲
組

　
　
　
　
　
　

物
頭　
　
　

三
騎

　
　
　
　

目
付
兼

　
　
　
　
　
　

郡
奉
行　
　

一
騎

　
　
　
　

使
番
兼

　
　
　
　
　
　

目
付　
　
　

一
騎

　
　
　
　
　
　

馬
廻
り
者　

十
人

　
　
　
　
　
　
　

内
石
火
矢
打
二
人

　
　
　
　
　
　

筆
談
役
之
者

　
　
　
　
　
　

医
師
二
人

　
　
　
　
　
　
　

本
道

　
　
　
　
　
　
　

外
科

　
　
　
　
　
　

小
役
人　
　

二
人

　
　
　
　
　
　

徒
目
付　
　

二
人

　
　
　
　
　
　

貝
太
鼓
役　

二
人

　
　
　
　
　
　

徒
士　
　
　

十
人

　
　
　
　
　
　

足
軽　

四
十
五
人

　
　
　
　
　
　
　

但
小
頭
共
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一
百
五
十
目
玉　

右
同
断　
　
　

一
挺

一
六
貫
目
玉　
　

右
同
断　
　
　

一
挺

一
一
貫
七
百
目
玉　
　
　
　
　
　

一
挺

一
太
鼓
鐘
貝　
　
　
　
　
　
　
　

一
通
り

　
　
　

掟

一
軍
令
厳
重
ニ
相
守
、
自
己
之

　

働
を
不
心
掛
、
上
下
一
和
せ
し
め
、

　

進
退
度
を
失
ふ
へ
か
ら
す
、
若
於

　

違
犯
之
輩
ハ
、
可
処
厳
科
事
、

一
働
之
甲
乙
、
頭
々
目
付
之
者
、

　

有
乃
侭
ニ
可
言
上
、
討
死
有
之

　

候
共
、
妻
子
は
見
捨
間
鋪
事
、

一
足
軽
中
間
従
者
ニ
到
ま
て
、

　

対
諸
士
、
無
礼
有
之
候
ハ
ヽ
、
即
時
に

　

討
捨
不
苦
、
其
頭
其
主
人

　

可
為
越
度
事
、

一
武
具
馬
具
之
類
、
都
而

　

実
用
を
専
ら
と
し
、
不
可

　

好
花
美
事
、

一
於
陣
中
遊
興
か
ま
し
き

　

振
舞
并
妨
農
業
、
悩
人
民

　

等
、
堅
令
停
止
事
、

　
　
　

二
月

可
被
申
事
、

　
　

七
月

嘉
永
六
丑
年

異
国
船
若
松
浦
江
渡
来
之
節
、

防
禦
并
隣
国
加
勢
人
数
、

　
　
　
　
　
　
　

家
老　
　
　
　

一
騎

　
　
　
　
　
　
　

物
頭　
　
　
　

三
騎

　
　
　
　
　
　
　

長
柄
奉
行　
　

一
騎

　
　
　
　
　
　
　

使
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
騎

　
　
　
　
　
　
　

軍
正
兼

　
　
　
　
　
　
　

小
組
頭　
　
　

一
騎

　
　
　
　
　
　
　

小
荷
駄
副
奉
行
一
騎

　
　
　
　
　
　
　

騎
士　
　
　

三
十
人

　
　
　
　
　
　
　

歩
行
立
之
者
三
十
三
人

　
　
　
　
　
　
　

足
軽　
　

九
十
二
人

　
　
　
　
　
　
　

小
者
三
百
三
十
八
人

一
旗
三
本

一
鉄
炮
六
十
挺

　
　

但
玉
目
四
匁
三
分

一
弓
二
十
張

一
長
柄
十
五
筋

一
大
筒
七
挺

　
　

但
玉
目

一
二
百
目
玉　
　

石
火
矢　
　
　

二
挺

一
三
百
目
玉　
　

石
火
矢　
　
　

一
挺

一
三
百
目
玉　
　

車
附
台
仕
懸　

一
挺

石
火
矢
貝
太
鼓

　
　
　
　
　
　
　

懸
り
并
小
荷
駄

　
　
　
　
　
　
　

寄
（
宰
ヵ
）

領
之
者　

十
人

一
鉄
炮
三
十
挺

　
　

玉
目
四
匁
三
分

一
弓
拾
五
張

一
石
火
矢
五
挺

　
　

内

　
　

弐
百
目
玉
弐
挺

　
　

百
目
玉
三
挺

一
貝
太
鼓
壱
通
り

右
之
通
差
出
、
着
服
は
、
着
込
ニ
而
看
板

股
引
、
陣
笠
相
用
、
様
子
次
第
ニ
而
猶
又

物
頭
給
人
等
相
増
、
差
出
候
手
当
ニ

仕
置
候
処
、
此
度
被　

仰
出
候
趣
も

御
座
候
ニ
付
、
右
之
内
、
馬
廻
り
之
者
五
人
、

石
火
矢
打
三
人
、
足
軽
十
五
人

相
増
、
時
宜
ニ
寄
、
家
老
罷
出
、

石
火
矢
等
も
相
増
、
差
出
可
申
候
、
此
段

御
届
申
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
名

従公
儀
、
海
岸
防
禦
等
之
儀
、
此
度
厳
敷

被　

仰
出
候
ニ
付
、
右
之
通
御
届
被
差
出

候
ニ
付
而
ハ
、
於
御
家
中
一
統
も
、
此
段
兼
而

手
厚
相
心
懸
、
何
時
御
人
数
被

差
出
候
共
、
御
間
不
欠
様
可
被
致
候
、

別
而
打
手
之
面
々
ハ
、
平
日
心
懸
置
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17　

若
松
囲
人
数
・
士

さ
む
ら
い
だ
い
し
ょ
う

大

将
武ぶ

び備
覚�

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）

�

館
蔵
加
藤
（
明
）
家
文
書
34-

０-

19

　

こ
の
史
料
は
、
若
松
で
の
海
防
警
備
で
の
役
目
と
、
そ
の
役
の
人
の
供と

も

連づ

れ
に
つ
い
て
、
下
の
者
ま
で
詳
細
に
役
目
や
人
数
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。
作
成
日
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
上
役
の
一
つ
に
「
軍
正
」
と
い
う
役
目
が
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、

史
料
16
の
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
時
の
役
職
の
中
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
嘉
永
六
年
の
海
防
警
備
の
時
に
作
成
さ
れ
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
嘉
永
六
年
の
海
防
警
備
に
つ
い
て
、
こ
の
史
料
と
史
料
16
の
内
容
を
比
較
す
る
と
、
書
か
れ
て
い
る
役
名
や
供
連
れ

の
人
数
に
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。
人
数
だ
け
で
い
え
ば
、
こ
の
史
料
で
の
供
連
れ
の
合
計
人
数
は
三
九
六
人
で
、
そ
の
内
訳
は
、

騎
馬
・
医
師
と
も
三
〇
人
、
徒
士
二
一
人
、
若
党
・
足
軽
九
八
人
・
中
間
二
四
七
人
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
史
料
16
は
合
計
す
る

と
五
〇
一
人
と
な
り
、
人
数
だ
け
を
比
較
す
る
と
一
〇
五
人
少
な
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
違
っ
て
い
る
の
か
理

由
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
数
百
人
規
模
の
人
数
で
、
海
防
警
備
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

役目 供連れ人数

小旗奉行１騎 19

鉄砲物頭１騎 34

鉄砲物頭１騎 34

弓物頭１騎 26

徒頭兼長柄奉行１騎 37

倹使兼軍正１騎 34

遣番１騎 10

小組頭１騎 10

士19騎 97

士大将１騎 51

陣小屋兵糧方兼知行格役人１人 34

医師１人
10

外科１人

合計396

史料17にみる供連れ人数
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18　

若
松
海
防
警
備
図�

江
戸
時
代
末

�

館
蔵
鳥
山
家
文
書
81-

２

　

こ
の
絵
図
は
、
お
そ
ら
く
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
若
松
浦
で
の
海
防
警
備
で
の
備

え
を
示
し
た
も
の
で
す
。
計
画
図
な
の
か
、
実
戦
内
容
を
記
し
た
も
の
か
は
わ
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
海
岸
に
「
短た

ん
づ
つ筒

」
な
ど
の
鉄
砲
が
配
置
さ
れ
、
防
風
林
の
内

側
に
は
北
若
松
村
と
南
若
松
村
の
集
落
付
近
に
２
ヶ
所
「
大お

お
づ
つ
し
ば
つ
き

筒
芝
付
」
が
配
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
北
若
松
村
の
集
落
付
近
に
「
士

さ
む
ら
い
だ
い
し
ょ
う

大
将
」
と
書
か
れ
た
場
所
が
あ
り
、
こ

こ
は
台だ

い
ば場

を
築
く
計
画
が
あ
っ
た
城
山
と
い
う
場
所
と
お
も
わ
れ
ま
す
。

　

武
器
の
配
置
と
し
て
は
、
他
に
「
ほ
う
ろ
く
玉
」
「
小
石い

し
び
や

火
矢
」
「
毒
柳
煙
」
な
ど
が
み

ら
れ
ま
す
。
な
か
に
は
、
鉄
砲
や
石
火
矢
に
「
自
然
ニ
火
移
ル
」
と
書
か
れ
た
も
の
も
あ

り
、
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

※
台
場
…
海
防
を
目
的
と
し
て
築
造
さ
れ
た
砲
台
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19　

八
幡
辺
御
警
衛
仰
せ
付
ら
れ
る
に
つ
き
石
川
保
之
助
の
達

た
っ
し�

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）

�

館
蔵
加
藤
（
明
）
家
文
書
35-

０-

23

　

こ
の
史
料
は
、
城
主
石
川
保
之
助
の
意
向
を
家
老
と
年
寄
へ
伝
え
た
も
の
で
す
。
内
容
は
、
財
政
が
厳
し
く
な
る
の
で
無
用
の
雑
費
は

省
き
専
ら
武
備
第
一
と
心
得
る
こ
と
、
亀
山
藩
が
幕
府
よ
り
八
幡
警
衛
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
、
八
幡
は
枢
要
な
地
で
、
「
家
」
（
大
名
石
川

家
）
の
面
目
に
も
関
わ
る
の
で
、
警
衛
に
お
い
て
異
変
が
あ
れ
ば
、
義
気
に
励
み
士
風
を
立
て
る
よ
う
に
誘
導
す
る
こ
と
と
、
八
幡
警
衛

に
お
け
る
家
臣
の
心
構
え
に
つ
い
て
記
し
て
い
ま
す
。
石
川
家
の
家
臣
は
、
世
の
中
の
状
態
が
安
定
し
な
い
時
代
に
あ
っ
て
、
武
士
と
し

て
正
し
い
考
え
方
や
行
動
を
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

②　

八
幡
警
衛

②　

八
幡
警
衛

　

安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
、
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
の
ロ
シ
ア
艦
隊
が
大
阪
湾
に
現
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
京
都
に
あ
る
朝
廷
を
守
る
た
め
、
大
阪
湾
と
淀
川
の
警
衛
が
幕
府
に
よ
っ

て
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
淀
川
を
挟
ん
だ
山
崎
と
八や

わ
た幡

が
警
衛
場
所
と
な
り
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
七
月
よ
り
松
江
藩
が
最
初
の
警
衛
を
命
じ
ら
れ
る
と
、

以
降
諸
藩
が
交
代
で
警
衛
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
亀
山
藩
が
八
幡
警
衛
を
命
じ
ら
れ
る
の
は
、
元げ

ん
じ治

元
年
（
一
八
六
四
）
八
月
の
こ
と
で
す
。
亀
山
藩
の

武
士
達
に
と
っ
て
、
若
松
の
海
防
警
備
以
来
の
実
戦
経
験
で
し
た
。
亀
山
藩
一
行
は
、
八
幡
に
到
着
す
る
と
、
宮
津
藩
と
交
代
で
万ま

ん
え
ん延

元(

一
八
六
〇)

年
に
設
立
さ
れ
た

橋
本
陣
屋
に
入
り
、
こ
こ
を
警
衛
の
拠
点
と
し
ま
す
。
こ
の
頃
の
八
幡
警
衛
は
、
元
治
元
年
七
月
の
禁
門
の
変
で
敗
れ
た
長
州
藩
の
強
行
派
が
京
都
へ
攻
め
入
る
の
を
防
ぐ

と
い
う
意
味
合
い
も
含
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
亀
山
藩
は
、
慶け

い
お
う応

元
年(

一
八
六
五)

閏
五
月
ま
で
八
幡
警
衛
を
勤
め
ま
し
た
。
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家
督
後
、
引
続
致
在
府
候
処
、

　

此
度
八
幡
辺
御
警
衛
被

　

仰
付
候
ニ
付
、
願
之
通
、
帰
邑
之

　

御
暇
被
下
置
、
初
而
罷
登
、
久
々
而

　

致
対
面
、
満
足
存
候
、

一
我
等
事
、
未
若
年
ニ
候
得
は
、

　

御
隠
居
様
江
万
事
御
相
談

　

申
上
、
可
取
計
は
勿
論
、
付
而

　

は
、
兼
而

　

御
代
之
被　

仰
出
置
候
規
格

　

向
、
諸
事
厳
重
ニ
可
相
守
旨
、
猶
又

　

可
被
申
達
事
、

一
当
今
之
形
勢
、
不
容
易
場
合
ニ
候

　

為
専
務
候
事
、

　
　

八
月
廿
五
日　

保
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
藤
織
部
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
治
亘
理
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
内
膳
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
川
六
郎
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
﨑
儀
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

細
木
甚
五
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
善
太
夫
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
奈
市
左
衛
門
殿

　

折
柄
、
年
来
勝
手
向
必
至
、

　

不
如
意
ニ
而
、
何
事
も
行
届
兼
、

　

別
而
致
心
痛
候
ニ
付
而
は
、
我
等
事
、

　

内
外
共
、
追
々
厳
敷
、
質
素
可

　

相
用
候
間
、
於
一
同
も
無
用
之
雑
費

　

相
省
キ
、
武
備
専
一
ニ
相
心
得
可
申
、

　

且
此
度
被　

仰
付
候
御
警
衛
は
、

　

殊
更
枢
要
之
地
ニ
而
、
家
之
面
目
ニ
も

　

候
得
は
、
弥
以
、
致
勉
励
、
万
一
異
変

　

之
節
は
、
不
及
申
、
平
素
共
義
気

　

相
励
、
士
風
相
立
候
様
、
可
被
致
誘
導
、

　

猶
又
賞
罰
之
儀
は
、
当
不
当
ニ
而
、

家
之
盛
衰
ニ
致
関
係
候
得
は
、

　

一
際
厳
重
ニ
相
心
得
、
以
愛
憎
致

　

進
退
候
儀
無
之
、
上
下
一
致
可
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三　再び戦いが始まった頃の武士

20　

城
州
八
幡
御
警
衛
中
日
々
記
公
私
共
覚�

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）

�

館
蔵
加
藤
（
明
）
家
文
書
36-

０-

100

　

こ
れ
は
、
石
川
家
家
老
加
藤
内
膳
光
施
が
、
八
幡
警
衛
に
赴
任
し

た
期
間
の
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
八
月
一
日
か
ら
一
一
月
一
一
日

ま
で
の
日
記
で
す
。

　

こ
の
中
の
一
〇
月
一
日
の
記
事
に
、「
鉄
炮
稽
古
一
・
六
日
ニ
相あ

い

極き
め

申も
う
し

候
そ
う
ろ
う

事こ
と

申
も
う
し

達た
っ

ス
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
と
六
の
つ
く
日

に
鉄
砲
の
稽
古
を
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。
鉄
砲
に
つ
い
て
は
、
八
月
一
二
日
に
亀
山
よ
り
大
砲
二
挺
と
西

洋
筒
、
打
手
と
し
て
鳥
山
恂
平
含
む
七
人
が
八
幡
に
到
着
し
て
い
ま

す
。
鳥
山
恂
平
は
、
兵
要
武
栄
流
を
伝
え
る
鳥
山
家
の
人
で
す
。
後

の
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
再
び
八
幡
に
出
張
し
た
時
は
、
現
地

で
御
鉄
砲
預
か
り
役
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

月
に
六
回
行
わ
れ
た
鉄
砲
の
稽
古
で
は
、
大
砲
を
使
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
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21　

砲
術
鉄
砲
稽
古
日
承
知
お
き
に
つ
き
内
状

　
　

返
書
下
書

�

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）

�
館
蔵
加
藤
（
明
）
家
文
書
35-

６-

989

　

史
料
20
の
八
幡
警
衛
中
の
鉄
砲
稽
古
に
つ
い

て
、
稽
古
を
す
る
に
至
っ
た
理
由
が
こ
の
史
料

に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、

砲
術
家
の
門
弟
よ
り
鉄
砲
稽
古
が
し
た
い
と
歎

願
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
京
都
所
司

代
へ
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
か
ま
わ
な
い
と
い
う
指

図
書
を
先
便
で
も
ら
い
、
御
意
を
得
た
の
で
稽

古
を
す
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
も
の
で
す
。

　

鉄
砲
の
稽
古
が
上
意
下
達
で
始
め
ら
れ
た
も

の
で
な
く
、
下
か
ら
の
歎
願
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

一
先
日
砲
術
家
ゟ
申
出
候
ニ
は
、
門
弟
之
内
、
鉄
砲

　

稽
古
仕
度
旨
、
歎
願
申
出
候
ニ
付
、
当
時
之
義
故
、

　

京
都
御
所
司
代
江
相
伺
候
処
、
不
苦
旨
、
御
指
図

　

書
は
先
便
得
御
意
候
ニ
付
、
御
承
知
ト
存
候
、
其
後

　

一
・
六
之
日
ニ
取
極
、
稽
古
致
候
義
ニ
御
坐
候
間
、
御
承
知

　

置
可
被
下
候
、
右
之
段
、
御
答
旁
得
御
意
度
、
如

　

斯
御
座
候
、
以
上

　
　
　

十
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
膳

　
　

亘
理
様

　
　

六
郎
右
衛
門
様

　
　

儀
兵
衛
様

　
　

甚
五
兵
衛
様

　
　

善
太
夫
様

※
写
真
・
翻
刻
文
は
該
当
箇
所
の
み
抜
粋
掲
載
。



35

三　再び戦いが始まった頃の武士

③　

実
は
甲
冑
の
着
方
を
知
ら
な
い
武
士

③　

実
は
甲
冑
の
着
方
を
知
ら
な
い
武
士

　

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
ペ
リ
ー
来
航
が
き
っ
か
け
で
甲
冑
の
需
要
が
高
ま
る
と
、
武
士
の
間
で
爆
発
的
に
売
れ
た
本
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
甲
冑

の
着
方
に
関
す
る
本
で
す
。
実
戦
が
な
く
な
る
と
、
甲
冑
は
具
足
祝
儀
な
ど
の
儀
礼
で
用
い
ら
れ
る
く
ら
い
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
甲
冑
を
所
持
し
て
い
て
も
、
着
方
が
わ
か

ら
な
い
武
士
も
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　

そ
こ
で
、
そ
ん
な
武
士
の
た
め
に
出
版
さ
れ
た
の
が
、
甲
冑
の
着
方
を
記
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
本
で
し
た
。
こ
こ
で
は
、
江
戸
時
代
に
石
川
家
の
家
臣
で
あ
っ
た
家
に
伝
わ
っ

た
、
こ
れ
ら
の
本
を
紹
介
し
ま
す
。

22　

『
図
説
単
騎
要
略
被
甲
辨
』�享

保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）

�
館
蔵
今
井
家
文
書

　

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
、
須
原
屋
佐
助
が
享

保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
に
出
版
さ
れ
た
『
図
説

単た
ん
き
よ
う
り
ゃ
く
ひ
こ
う
べ
ん

騎
要
略
被
甲
辨
』
を
復
刻
し
出
版
し
ま
し
た
。
展

示
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
原
本
と
な
っ
た
享
保
二
〇

年
板
の
も
の
で
す
。



36

23　

『
甲
冑
着
用
指
南
』�

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）

�

館
蔵
加
藤
（
明
）
家
文
書
３-

０-

68

　

ペ
リ
ー
来
航
の
年
、
嘉
永
六
年
一
〇
月
に
発
行
さ

れ
た
甲
冑
の
着
方
を
絵
入
り
で
紹
介
し
た
本
で
す
。

通
常
の
着
用
方
法
を
書
い
た
後
に
、
「
速は

や
ぎ
の
ほ
ふ

被
法
」
や

「
早は

や
ぎ
の
い
ほ
ふ

着
異
法
」
な
ど
が
併
せ
て
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
写
真
は
抜
粋
掲
載
。
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24　

『
武
』�

江
戸
時
代

館
蔵
今
井
家
文
書

　

甲
冑
の
各
部
位
に
つ
い
て
説
明
し
た
本
で
す
。
の
こ
っ
て
い
る
の
は
こ
の

三
巻
の
み
な
の
で
、
出
版
年
な
ど
の
詳
細
は
不
明
で
す
。
甲
冑
だ
け
で
な
く
、

馬
具
や
弓
な
ど
の
武
具
に
つ
て
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
写
真
は
抜
粋
掲
載
。
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四　

武
士
の
備
え
で
あ
る
武ぶ

具ぐ

や
馬ば

ぐ具

　
　
　
　
　

江
戸
時
代
、
戦
が
な
い
泰
平
の
世
に
な
っ
て
も
武
士
は
、
常
に
甲
冑
な
ど
の
武
具
や
馬
具
な
ど
を
備
え
て
い
ま
し
た
。　

　
　
　
　

こ
こ
で
は
、
江
戸
時
代
に
亀
山
城
主
石
川
家
の
家
臣
だ
っ
た
家
に
伝
わ
っ
た
武
具
や
馬
具
か
ら
、
亀
山
の
武
士
の
備
え

　
　
　
　

を
み
て
い
き
ま
す
。
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①　

武
具
と
采
配

①　

武
具
と
采
配

25

着
ち
ゃ
く
り
ょ
う
け
つ
き
の
お
ぼ
え

領
毛
附
之
覚

江
戸
時
代

館
蔵
加
藤
（
明
）
家
文
書
23-

４-

117

こ
れ
は
、
石
川
家
の
家
臣
が
上
司
で
あ
る
組
頭
（
家
老
）
に
提
出
し
た
、
自
分
の
所

持
す
る
甲
冑
の
詳
細
で
す
。
戦

い
く
さ

で
は
、
甲
冑
な
ど
の
装
備
品
で
味
方
か
ど
う
か
判
断
し

た
こ
と
か
ら
、
組
頭
（
家
老
）
は
配
下
の
家
臣
へ
所
持
す
る
甲
冑
の
特
徴
を
書
い
た
書

類
を
提
出
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
紹
介
し
て
い
る
の
は
、
野
原
家
が
提
出
し
た

「
着

ち
ゃ
く
り
ょ
う
け
つ
き
の
お
ぼ
え

領
毛
附
之
覚
」
と
い
う
書
類
で
す
。

　
　
　

着
領
毛
附
之
覚

　
　
　
　
　
　
　

頭
形
置
手
拭

一
兜

　
　
　
　
　
　
　

黒
塗

　
　
　
　
　
　

日
根
野
形
黒
塗

　
　
　
　
　
　
　

花
色
糸
毛
引
織

　
　
　
　
　
　
　

下
一
段
熊
毛
包

　
　
　
　
　
　
　

猿
頬
黒
塗
涎
掛

　
　
　

頬
当

　
　
　
　
　
　
　

同
色
花
色
糸
毛
引
織

一
胴　
　
　
　
　

桶
側
黒
塗

　
　
　
　
　
　
　

七
間
下
リ
五
枚
黒
塗

　
　
　

下
散

　
　
　
　
　
　
　

啄
木
素
掛
織

　
　
　
　
　
　
　

歌
留
多
金

一
佩
楯

　
　
　
　
　
　
　

鎖
繋

　

右
之
外
、
釬
臑
当
皆
具
仕
、

　

惣
家
地
麻

　
　

右
之
通
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　

加
藤
斎
院
組

　
　

十
二
月　
　
　
　

野
原
勘
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

日
根
野
形
黒
塗

　
　
　
　
　
　
　

花
色
糸
毛
引
織
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26　

頭ず
な
り
お
き
て
ぬ
ぐ
い
く
ろ
ぬ
り
か
ぶ
と

形
置
手
拭
黒
塗
兜�

江
戸
時
代

�

館
蔵
野
原
家
資
料
44
・
45

　

資
料
25
の
「
着

ち
ゃ
く
り
ょ
う
け
つ
き
の
お
ぼ
え

領
毛
附
之
覚
」
に
よ
れ
ば
、
錣

し
こ
ろ

は
日ひ

根ね

野の

形な
り

黒く
ろ
ぬ
り塗

花は
な
い
ろ色

糸い
と

毛け
び
き
お
ど
し

引
威
下し

た
い
ち
だ
ん

一
段
熊く

ま
げ
づ
つ
み

毛
包
、
頬ほ

お

当あ
て

は
猿さ

る
ぼ
お頬

黒く
ろ
ぬ
り塗

涎
よ
だ
れ
か
け掛

同
ど
う
し
ょ
く色

花は
な
い
ろ色

糸い
と

毛け
び
き
お
ど
し

引
威
で
す
。

27　

歌か
る
た
が
ね
く
さ
り
つ
な
ぎ
は
い
だ
て

留
多
金
鎖
繋
佩
楯�

江
戸
時
代

�

館
蔵
野
原
家
資
料
42

　

佩は
い
だ
て楯

は
腿も

も

を
防
御
す
る
も
の
で
す
。
「
歌か

る

た

が

ね

留
多
金
」
は
、
本
来
は
「
骨か

る
た
が
ね

牌
金
」

と
書
き
ま
す
。
カ
ル
タ
に
似
た
板
を
鎖
で
繋
い
で
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
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28　

小こ

し

の

ご

て

篠
籠
手�

江
戸
時
代

�

館
蔵
野
原
家
資
料
46

　

腕
を
防
御
す
る
も
の
で
す
。
籠こ

て手
の
座
盤
を
板
で
は
な
く
細
い
鉄
板
を
並
べ
鎖
で

繋
い
だ
も
の
を
篠し

の

ご

て

籠
手
と
い
い
、
細
い
鉄
板
さ
ら
に
短
く
し
て
鎖
で
繋
い
だ
も
の
を

小こ

し

の

ご

て

篠
籠
手
と
い
い
ま
す
。

29　

六
本
篠
臑
当�

江
戸
時
代

�

館
蔵
野
原
家
資
料
43

　

臑す
ね

に
巻
き
ま
す
。
６
本
の
細
長
い
鉄
板
を
な
ら
べ
た
、
比
較
的
よ
く
み
る
形

の
臑す

ね
あ
て当

で
す
。
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30　

六
ろ
く
じ
ゅ
う
に
け
ん
ほ
し
か
ぶ
と

十
二
間
星
兜�

江
戸
時
代
初
期
ヵ

�

館
蔵
佐
藤
家
資
料
27-

１

　

こ
の
兜
は
鉄
の
板
を
縦
に
は
ぎ
合
わ
せ
、
裏
か
ら
星
と
よ
ば
れ
る
尖と

が

っ
た
鋲

び
ょ
う

を

打
っ
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
星
が
細
か
い
ほ
ど
、
時
代
の
古
い
様
式
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
縦
の
筋
と
筋
の
間
が
62
間
あ
る
こ
と
か
ら
、
六ろ

く
じ
ゅ
う
に
け
ん

十
二
間
星ほ

し
か
ぶ
と

兜
と
い

い
ま
す
。

31　

骨
か
る
た
て
つ
く
さ
り
か
ぶ
と

牌
鉄
鎖
兜�

江
戸
時
代

�

館
蔵
佐
藤
家
資
料
26-

１

　

骨か
る
た
て
つ

牌
金
を
鎖く

さ
り
わ輪

で
繋
い
だ
兜
で
す
。
眉ま

び
さ
し庇

（
ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
た
と
え
る
と
つ
ば

の
部
分
）
と
前ま

え
だ
て立

を
立
て
る
た
め
の
角つ

の
も
と本

と
呼
ば
れ
る
金
具
が
付
い
て
い
ま
す
。
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32　

岩
井
家
甲
冑�

江
戸
時
代

�

館
蔵
岩
井
家
資
料

　

兜
は
筋

す
じ
か
ぶ
と

兜
で
吹

ふ
き
か
え
し

返
に
家
紋
を
入
れ
て
い
ま
す
。
胴
は
桶
の
形
を
し
た
桶お

け
が
わ
ど
う

側
胴
で
す
が
、
横よ

こ
は
ぎ
い
た

矧
板
を
鋲

び
ょ
う

で
綴
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
横

よ
こ
は
ぎ
び
ょ
う
と
じ
お
け
が
わ
ど
う

矧
鋲
綴
桶
側
胴
で
し
ょ
う
か
。
籠こ

て手

の
肩
は
骨か

る
た
が
ね

牌
金
を
鎖
で
繋
ぎ
、
手
先
は
格
子
状
の
鎖
と
座
盤
を
縫
い
付
け
て
い
ま
す
。
佩は

い
だ
て楯

は
、
骨か

る
た
て
つ
は
い
だ
て

牌
鉄
佩
楯
と
呼
ば
れ
る
種
類
の
も
の
で
、
臑す

ね
あ
て当

は
七
本
の
細
い
鉄
板
を

並
べ
た
七し

ち
ほ
ん
し
の

本
篠
で
す
。
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四　武士の備えである武具や馬具

33　

山
田
家
甲
冑�

江
戸
時
代

�

山
田
家
寄
託
資
料

　

兜
は
頭ず

き
ん
な
り

巾
形
で
、
丸
い
形
の
前ま

え
だ
て立

に
は
「
山
」
の
字
の
透
か
し
が
は
い
っ
て
い
ま
す
。
面め

ん
ぽ
お頬

は
目
の
下
頬ぼ

お

の
形
式
で
、
口
は
植
歯
、
髭
と
下
髭
が
あ
り
ま
す
。
胴
は
横よ

こ
は
ぎ
お
け

矧
桶

側が
わ
ど
う胴

で
す
。
胸
板
に
山
田
家
の
家
紋
（
丸
に
並
び
矢
）
を
入
れ
て
い
ま
す
。
籠こ

て手
は
名
前
を
付
け
る
と
す
れ
ば
、
皺し

わ
ふ
く
べ
し
ち
ほ
ん
し
の
つ
ぎ
ご
て

瓢
七
本
篠
継
籠
手
で
し
ょ
う
か
、
肩
は
皺

し
わ
ふ
く
べ

瓢
の
座ざ

ば

ん盤
を
付

け
、
手
先
は
七し

ち
ほ
ん
し
の

本
篠
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
手
先
と
手て

こ

う甲
は
分
離
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
佩は

い
だ
て楯

は
板い

た
は
い
だ
て

佩
楯
と
呼
ば
れ
る
形
式
で
、
長
方
形
の
小
板
九
枚
を
横

に
綴
じ
合
わ
せ
、
漆
で
塗
り
固
め
て
一
つ
の
横
長
の
板
を
作
り
、
そ
れ
を
四
枚
、
家い

え

じ地
（
甲
冑
の
裏
に
付
け
る
布
）
に
縫
い
付
け
た
も
の
で
す
。
臑す

ね
あ
て当

は
、
立た

て
あ
げ挙

（
膝
を
守
る

部
分
）
や
篠し

の

を
縫
い
付
け
る
布
地
部
分
が
な
い
七し

ち
ほ
ん
し
の
す
ね
あ
て

本
篠
臑
当
で
、
細ほ

そ
か
わ
た
だ
お
き

川
忠
興
が
考
案
し
た
越
中
具
足
の
形
式
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
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34　

采さ
い

（
采さ

い
は
い配

）�

江
戸
時
代

�

山
田
家
寄
託
資
料

　

采さ
い

（
采さ

い
は
い配

）
は
、
戦
場
で
指
揮
を
取
る
と
き
な
ど
に
使
い
ま
す
。
基
本
的
に
、

木
や
竹
な
ど
の
軸
と
細
く
切
っ
た
紙
で
つ
く
ら
れ
ま
す
。

35　

采さ
い

（
采さ

い
は
い配

）�

江
戸
時
代

�

館
蔵
佐
藤
家
資
料
29-

３

　

山
田
家
の
采さ

い

（
采さ

い
は
い配

）
に
比
べ
る
と
、
紙
の
部
分
が
太
く
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
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四　武士の備えである武具や馬具

36　

具ぐ

そ

く

し

た

ぎ

足
下
着�

江
戸
時
代

�

館
蔵
佐
藤
家
資
料
27-

10

　

甲
冑
の
下
に
着
る
下
着
を
具
足
下
着
と
い
い
ま
す
。
青
地
に
大
き
な
丸
模
様
が
散
ら
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
、
亀
山
城
主
石
川
家
の
家
紋
の
一
つ
で
あ
る

蛇
の
目
紋
を
意
識
し
た
デ
ザ
イ
ン
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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37　

加
藤
家
陣じ

ん
ば
お
り

羽
織�

江
戸
時
代

�

館
蔵
加
藤
（
明
）
家
資
料

　

亀
山
城
主
石
川
家
の
家
老
の
加
藤
家
が
所
持
し
た
袖
な
し
の
陣じ

ん
ば
お
り

羽
織
で
す
。
背
の
デ
ザ
イ
ン
は
加
藤
家
の
家
紋
と
束
ね
熨の

し斗
で
す
。
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四　武士の備えである武具や馬具

38　

山
田
家
陣じ

ん
ば
お
り

羽
織�

江
戸
時
代

�

山
田
家
寄
託
資
料

　

山
田
家
が
所
持
し
た
袖
な
し
の
陣じ

ん
ば
お
り

羽
織
で
す
。
背
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
甲
冑
の
前ま

え
だ
て立

と
同
じ
、
丸
に
「
山
」
の
字
で
す
。
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【
銃
身
銘
文
】　

江
州
日
野
中
川
九
郎
左
□
門
作

40　

馬ば
じ
ょ
う
づ
つ

上
筒�

江
戸
時
代

�

館
蔵
今
井
家
資
料

　

馬
上
で
使
う
た
め
の
火
縄
銃
で
、
馬ば

じ
ょ
う
づ
つ

上
筒
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。
腰
に
掛
け

る
た
め
の
金
具
が
付
い
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
無
銘
で
す
が
、

銃
床
部
に
森
山
助
左
衛
門
作
の
銘
が
あ
り
ま
す
。

【
銃
床
銘
文
】　

森
山
助
左
衛
門
作

39　

御お
は
こ
づ
つ

箱
筒�

江
戸
時
代

�

館
蔵
佐
藤
家
資
料

　

江
戸
時
代
、
参
勤
交
代
の
際
に
箱
に
入
れ
て
江
戸
ま
で

持
ち
運
ん
だ
こ
と
か
ら
御お

は
こ
づ
つ

箱
筒
と
呼
ば
れ
た
火
縄
銃
で

す
。
「
江
州
日
野
中
川
九
郎
左
□
門
作
」
と
銘
が
入
っ
て

い
ま
す
。
な
お
、
部
品
が
欠
け
て
お
り
、
完
全
な
形
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

②　

鉄
砲
と
そ
の
道
具

②　

鉄
砲
と
そ
の
道
具
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四　武士の備えである武具や馬具

41　

鉄
砲
の
元も

と
め
あ
て

目
当
・
柑こ

う

じ子
（
玉た

ま
ぶ
ち縁

）
・
先さ

き
め
あ
て

目
当
の
形
状
に
つ
き
解
説
図�

江
戸
時
代

�

館
蔵
加
藤
（
明
）
家
文
書
62-

２-

51

　

こ
の
史
料
は
、
鉄
砲
の
部
位
の
う
ち
、
元も

と
め
あ
て

目
当
・
柑こ

う

じ子
（
玉た

ま
ぶ
ち縁

）・
先さ

き
め
あ
て

目
当
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
図
で
解
説
し
て
い
ま
す
。
資
料
番
号
39
・
40
の
火
縄
銃
二
挺
の
柑
子
の
形
は
、

こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
「
直ズ

ヌ
ギ
リ切

」
と
書
か
れ
た
形
で
し
ょ
う
か
。
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42　

佐
藤
家
火
薬
入
れ�

江
戸
時
代

�

館
蔵
佐
藤
家
資
料
27-

12

　

こ
の
火
薬
入
れ
は
、
火
縄
銃
の
火
薬
を
入
れ
て
持
ち
運
ぶ
た
め
の
入
れ
物
で
す
。

43　

堀
士
家
火
薬
入
れ
（
二
点
）�

江
戸
時
代

�

館
蔵
八
木
氏
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　

こ
れ
も
、
火
縄
銃
の
火
薬
入
れ
で
す
。
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四　武士の備えである武具や馬具

44　

堀
士
家
胴ど

う
ら
ん乱�

江
戸
時
代

�

館
蔵
八
木
氏
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　

胴ど
う
ら
ん乱

は
、
元
々
火
縄
銃
の
弾
丸
を
入
れ
る
た
め
の
も
の
で
す
が
、
後
に
薬
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
物
を
入
れ
る
の
に
も
使
わ
れ
ま
し
た
。

45　

三
つ
藤
巴
紋
胴ど

う
ら
ん乱�

江
戸
時
代

�

館
蔵
佐
藤
家
資
料
27-

11

　

佐
藤
家
の
家
紋
で
あ
る
三
つ
藤
巴
紋
が
入
っ
た
胴ど

う
ら
ん乱

で
す
。
腰こ

し
あ
て当

に
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
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46　

五
三
桐
紋
胴ど

う
ら
ん乱�

江
戸
時
代

�

館
蔵
野
原
家
資
料
50

　

肩
に
か
け
ら
れ
る
よ
う
革
紐
の
付
い
た
胴ど

う
ら
ん乱

で
す
。

47　

野
原
家
胴ど

う
ら
ん乱�

江
戸
時
代

�

館
蔵
野
原
家
資
料
49

　

と
く
に
家
紋
な
ど
は
入
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
蓋
を
留
め
る
金
具
が
渦
巻

き
の
形
を
し
て
い
ま
す
。
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四　武士の備えである武具や馬具

48　

面お
も
が
い懸�

江
戸
時
代

�

館
蔵
佐
藤
家
資
26-

９

　

轡
く
つ
わ

を
固
定
す
る
た
め
に
、
馬
の
頭
に
か
け
る
緒
の
こ
と
を
面お

も
が
い懸

と
い
い
ま
す
。

甲
冑
と
と
も
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

49　

葡ぶ
ど
う
も
ん
く
ろ
ぬ
り
く
ら

萄
文
黒
塗
鞍�

江
戸
時
代

�

館
蔵
加
藤
（
明
）
家
資
料

　

亀
山
城
主
石
川
家
家
老
加
藤
家
に
伝
わ
っ
た
鞍
で
す
。
葡
萄
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ

て
い
ま
す
。

③　

馬
具

③　

馬
具
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50　

鞍
く
ら
お
お
い

覆�

江
戸
時
代

�

館
蔵
佐
藤
家
資
料
26-

10

　

馬
に
騎
乗
し
な
い
で
、
牽ひ

い
て
歩
く
と
き
に
鞍く

ら

を
保
護
す
る
目
的
で
掛
け
る
覆

い
を
鞍

く
ら
お
お
い

覆
と
い
い
ま
す
。

51　

馬
ま
ぐ
し
す
か
し
も
ん
く
ろ
ぬ
り
あ
ぶ
み

櫛
透
文
黒
塗
鐙�

江
戸
時
代

�

館
蔵
加
藤
（
明
）
家
資
料

　

亀
山
城
主
石
川
家
家
老
加
藤
家
に
伝
わ
っ
た
鐙

あ
ぶ
み

で
す
。
馬ま

ぐ

し櫛
の
透
か
し
が
入
っ

て
い
ま
す
。
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52　

鞖
し
お
で

（
四
緒
手
）�

江
戸
時
代

�

館
蔵
佐
藤
家
資
料
26-

11

　

鞖
し
お
で

（
四
緒
手
）
は
、
鞍
の
前ま

え

わ輪
と
後し

ず

わ輪
の
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
つ
け
ま
す
。

53　

鉤か
ぎ
な
わ縄

の
鉤か

ぎ�

江
戸
時
代

�

館
蔵
野
原
家
資
料
51-

52

　

鉤か
ぎ
な
わ縄

の
鉤か

ぎ

の
部
分
で
す
。
二
種
類
の
鉤か

ぎ

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
四
本
鉤か

ぎ

の
も
の

は
、
井
戸
で
使
う
イ
カ
リ
と
呼
ば
れ
る
道
具
と
ま
っ
た
く
同
じ
形
を
し
て
い
ま
す
。

鉤か
ぎ
な
わ縄

は
、
石
垣
を
登
る
時
な
ど
に
使
い
ま
す
が
、
深
い
場
所
に
落
と
し
た
も
の
を

拾
う
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

④　

そ
の
他

④　

そ
の
他
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出品目録

番号 史料名 時代 所蔵

１．戦があった頃の武士

１ 大坂御陣之図　冬御陣　夏御陣 江戸時代 亀山市歴史博物館

２
主殿頭様大坂御陣御働之次第　大河内杢左衛門咄
口之一通り覚書（写）［外題：大坂御陣御働覚 并馬喰淵 
仙波 高麗橋 右三ヶ所御人数之事］

江戸時代 亀山市歴史博物館

３
石川主殿頭忠総公大坂御陣御働覚并首帳（写）［外題：
大坂御陣御働覚并首帳］

江戸時代 亀山市歴史博物館

４ 石川忠総朱塗矢筈札紺糸毛引威二枚胴具足 江戸時代初期 亀山神社寄託

２．戦がなくなった後の武士

①戦を知らない武士の日常

５ 天保十三壬正月起筆　寅歳日記 天保13年（1842） 亀山市歴史博物館

６ 弘化四丁元旦起毫　未歳日記 弘化４年（1847） 亀山市歴史博物館

７ 総裁見分定日 江戸時代後期 亀山市歴史博物館

②文武両道

８ 天保十四癸卯年覚書 拾九番 加藤秀繁 天保14年（1843） 亀山市歴史博物館

９ 若手の面 、々稽古に出席すべき旨達 文化10年（1813） 亀山市歴史博物館

10 青銅竹輪三百目玉御銃 安政元年（1854） 亀山市歴史博物館

11 兵要武栄流波羅韓筒・石火矢筒打方図面 江戸時代後期 亀山市歴史博物館

12
天保十己亥年十月依君命預之　新陰流兵法門弟姓
名録

天保10年（1839） 亀山市歴史博物館

③軍事訓練（猪鹿狩り）

13 主殿頭鹿狩再興の旨伺書写
享和～文化年間頃

（1801～1817）
亀山市歴史博物館

14 御猪鹿狩覚帳 江戸時代後半 亀山市歴史博物館

15 小野川上流明星山狩場図 江戸時代 亀山市歴史博物館

３．再び戦いが始まった頃の武士

①若松の海防警備

16 異国船防禦につき海防警備覚 嘉永６年（1853） 亀山市歴史博物館

17 若松囲人数・士大将武備覚 嘉永６年（1853） 亀山市歴史博物館

18 若松海防警備図 江戸時代末 亀山市歴史博物館

②八幡警衛
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19
八幡辺御警衛仰せ付られるにつき石川保之助の
達

元治元年（1864） 亀山市歴史博物館

20 城州八幡御警衛中日々記公私共覚 元治元年（1864） 亀山市歴史博物館

21 砲術鉄砲稽古日承知おきにつき内状返書下書 元治元年（1864） 亀山市歴史博物館

③実は甲胄の着方を知らない武士

22 図説単騎要略被甲辨 享保20年（1735） 亀山市歴史博物館

23 甲冑着用指南 嘉永６年（1853） 亀山市歴史博物館

24 武 江戸時代 亀山市歴史博物館

４．武士の備えである武具や馬具

①具足と采配

25 着領毛附之覚 江戸時代 亀山市歴史博物館

26 頭形置手拭黒塗兜 江戸時代 亀山市歴史博物館

27 歌留多金鎖繋佩楯 江戸時代 亀山市歴史博物館

28 小篠籠手 江戸時代 亀山市歴史博物館

29 六本篠臑当 江戸時代 亀山市歴史博物館

30 六十二間星兜 江戸時代初期ヵ 亀山市歴史博物館

31 骨牌鉄鎖兜 江戸時代 亀山市歴史博物館

32 岩井家甲胄 江戸時代 亀山市歴史博物館

33 山田家甲胄 江戸時代 山田家寄託

34 菜（采配） 江戸時代 山田家寄託

35 菜（采配） 江戸時代 亀山市歴史博物館

36 具足下着 江戸時代 亀山市歴史博物館

37 加藤家陣羽織 江戸時代 亀山市歴史博物館

38 山田家陣羽織 江戸時代 山田家寄託

②鉄砲とその道具

39 御箱筒 江戸時代 亀山市歴史博物館

40 馬上筒 江戸時代 亀山市歴史博物館

41
鉄砲の元目当・柑子（玉縁）・先目当の形状につき
解説図

江戸時代 亀山市歴史博物館

42 佐藤家火薬入れ 江戸時代 亀山市歴史博物館

43 堀士家火薬入れ（２点） 江戸時代 亀山市歴史博物館

44 堀士家胴乱 江戸時代 亀山市歴史博物館

45 三つ藤巴紋胴乱 江戸時代 亀山市歴史博物館

46 五三桐紋胴乱 江戸時代 亀山市歴史博物館
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［
主
な
参
考
文
献
］

　

・
笹
間
良
彦
『
図
録
日
本
の
甲
冑
武
具
事
典
』
柏
書
房
・
一
九
八
一

　

・
笹
間
良
彦
『
図
録
日
本
の
合
戦
武
具
事
典
』
柏
書
房
・
一
九
九
九

　

・�

牧
方
市
立
中
央
図
書
館
市
史
資
料
室
編
「
牧
方
市
文
化
財
調
査
報
告　

第
六
〇
集　

楠
葉
台
場
跡
（
史
料
篇
）-

楠
葉
中
之
芝
土
地
区
画
整
理
事
業
に
伴
う
楠
葉
台
場
跡
発
掘
調
査
報
告
書-

」（
財
）
牧
方
市
文
化
財
研
究
調
査
会
・

牧
方
市
教
育
委
員
会
・
二
〇��

二
一

　

・
馬
部
隆
弘
「《
講
演
会
》
八
幡
・
山
崎
の
警
備
体
制
と
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
」（
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
八
幡
・
山
崎
34
号
） 

　
　

h
t
t
p
s
:
/
/
y
r
e
k
i
t
a
n
.
e
x
b
l
o
g
.
j
p
/
2
2
3
1
6
7
7
0
/

　

・
刀
剣
ワ
ー
ル
ド　

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
t
o
u
k
e
n
-
w
o
r
l
d
.
j
p
/

［
関
連
事
業
］

　

企
画
展
講
座
「
武
士
の
備
え
」

　
　

日
時　

令
和
６
年
11
月
17
日
（
日
）

　
　

講
師　

澤
田
ゆ
う
子
（
弊
館
学
芸
員
）

［
謝
辞
］

　

本
企
画
展
の
開
催
に
あ
た
り
、
多
く
の
皆
様
に
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
改
め
て
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

開
館
30
周
年
記
念　

第
42
回
企
画
展

　

近
世
の
武
士
た
る
所ゆ

え

ん以

　
　

一
部　

戦
を
知
ら
な
い
武
士
の
備
え

　
　
　

発
行
日　

令
和
７
年
３
月
31
日　

　
　
　

編　

集　

亀
山
市
歴
史
博
物
館

　
　
　

発
行
者　

亀
山
市
歴
史
博
物
館

　
　
　
　
　
　
　

三
重
県
亀
山
市
若
山
町
７ｰ

30

47 野原家胴乱 江戸時代 亀山市歴史博物館

③馬具

48 面懸 江戸時代 亀山市歴史博物館

49 葡萄文黒塗鞍 江戸時代 亀山市歴史博物館

50 鞍覆 江戸時代 亀山市歴史博物館

51 馬櫛透文黒塗鐙 江戸時代 亀山市歴史博物館

52 鞖（四緒手） 江戸時代 亀山市歴史博物館

①その他

53 鉤縄の鉤 江戸時代 亀山市歴史博物館





亀山市歴史博物館


